
笠間市子どもの居場所拠点運営業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領

１． 趣旨

この要領は、笠間市子どもの居場所拠点運営業務を委託する事業者を選定するために行う公募型

プロポーザル方式に必要な事項を定める。

２．委託業務の概要

（１）業 務 名 笠間市子どもの居場所拠点運営業務

（２）業務内容 別紙笠間市子どもの居場所拠点運営業務委託仕様書のとおり

（３）委託期間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日（３年間）

（４）選 定 数 １者

３．委託限度額

３年間 ６２，１５７，０００円

令和 ８年度 ２０，３６５，０００円

令和 ９年度 ２０，７３７，０００円

令和１０年度 ２１，０５５，０００円

※本事業における消費税及び地方消費税については、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）

第６条及び別表２第７号により、非課税として取り扱う。

４．参加資格

本プロポーザルに参加できる者は、法人格を有する事業者であって、次に掲げる要件をすべて満

たす者であること。

（１）児童福祉事業及びそれに類する事業に取り組んだ十分な実績があり、笠間市子どもの居場所

拠点運営業務委託仕様書に記載された業務内容を履行可能な者であること。

（２）笠間市内において、子どもの居場所拠点施設を開設することが可能な者であること。

（３）政治活動及び宗教活動を事業目的とする者でないこと。

（４）国税及び地方税の滞納がないこと。

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に

該当しない者であること。

５．質問及び回答

本要領や仕様書の内容についての質問は、次により質問書を提出すること。

（１）提出期限 令和７年１０月２７日（月）午後５時まで（必着）

（２）提出書類 質問書（様式第５号）

（３）提出方法 持参、郵送又は電子メール

（４）提出先 「１３．担当部署（問合せ及び提出先）」に同じ

（５）回答日 令和７年１０月２９日（水）



質問への回答は、質問者に対し電子メールで回答し、その内容は、笠間市ホームページに掲載

する。

６．提案書等の提出

（１）提出書類 子どもの居場所拠点運営業務受託申請書類一覧（別紙１）のとおり

（２）提出期限 令和７年１１月５日（水）午後５時まで（必着）

（３）提出場所 「１３．担当部署（問合せ及び提出先）」に同じ

（４）提出方法 紙媒体及び電子データにより提出する。

ア 紙媒体２部（正本１部、副本１部）を持参又は郵送することとし、郵送による場合は、

提出期限内必着の書留郵便に限る。持参による場合は、受付時間を平日（土曜日、日曜日

及び祝日を除く）午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く）とする。

イ 電子データは、申請書類一式を１つのＰＤＦファイルにした上で送付すること。

（データの送付方法は、紙媒体を受付した後に申請者に通知する。）

７．審査方法

本プロポーザルは、審査委員会を設置し、プレゼンテーションを行い審査する。

（１）提案の審査は各審査項目に評価基準を設け、その基準により点数付けすることにより行う。

（２）点数付けは審査委員ごとに提案者の得点を計算し、審査委員ごとの提案者順位を決める。

（３）審査委員が提案者順位１位を最も多く付けた提案者を候補者とする。提案者順位１位が同数

の場合は、総得点が多い提案者を候補者とする。

８．審査項目及び配点

本プロポーザルの審査項目は、以下のとおりする。

（１）運営の基本方針 １０／１００点

（２）事業内容に関する方針及び計画 ４０／１００点

（３）実施体制に関する方針及び計画 ３０／１００点

（４）施設・設備の状況 ５／１００点

（５）運営実績 １０／１００点

（６）費用の積算 ５／１００点

９．スケジュール

公募の実施 令和７年１０月２２日（水）

質問受付 令和７年１０月２７日（月）午後５時まで

質問回答 令和７年１０月２９日（水）

提案書類提出 令和７年１１月５日（水）午後５時まで

プレゼンテーション・審査 令和７年１１月１３日（木）

結果通知 令和７年１１月下旬（予定）

契約締結 令和７年１２月（予定）



業務開始 令和８年４月１日（水）

１０．失格事項

本プロポーザルの提案者若しくは提出された提案書が、次のいずれかに該当する場合は、その

提案を失格とする。

（１）提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの

（２）提案書の作成形式及び記載事項に示された内容に適合しないもの

（３）提案書の提出期限後に、参考見積書内の金額に訂正を行ったもの

（４）プレゼンテーション等に出席しなかったもの

（５）提出された書類に虚偽又は不正があったもの

（６）参考見積書の金額が「３．委託限度額」を超過したもの

１１．契約

候補者特定後、速やかに随意契約の手続きを行うものとする。なお、その際には、特定された者

はあらためて見積書を提出するものとする。

１２．その他留意事項

（１）企画提案は、１法人につき１件とする。

（２）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。ただし、書面審査による選考

となった場合に限り、選定委員会用資料の追加提出を認めるものとする。

（３）提出された書類等は返却しない。なお、提出された書類は、本件業務委託者の選定以外の用

途には使用しない。

（４）書類の作成、提出及び審査等、本プロポーザルへの参加に要する経費は、すべて提案者の負

担とする。

１３．担当部署（問合せ及び提出先）

笠間市こども部こども政策課（子育て政策グループ）担当：石塚

〒309-1734 笠間市南友部1966-1

電 話 番 号：0296-78-3155（直通）

電子メール：koseisaku@city.kasama.lg.jp


